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役員給与への特異な課税問題

中 島 茂 幸

1は じめに

平成18年 度 の法 人税法の改正で は、役員給与 に関す る規定が大 きく変更 された。性急 な立法 に態

して批判 が多 く平成19年 度 において も早 々に追加 的な改正が行わ れた。一 つは、「役 員給 与の損金

不算 入」、 もう一 つは、「特殊支 配同族会社 の役員給 与の損金不 算入」 である。本稿 では、後者 の

「特殊支配同族会社の役員給与 の損金不算入」 につ いて論ず る。

∬ 役員給与規定の変革 と背景

1改 正 の 背 景

平成18年 改iE前 の法人税法 は、 霞や週や月 を単位 と してあ らか じめ決め られた支給金額 を所定の

時期 に支給 される もの を 「定期 の給 与」(平 成18年 改正前 法基 通9-2-13)と して、 そのよ うに支

給 され る 「役員報酬 の額」 は、不相 当に高額な部分 は損金不 算入 として いた(改 正前 ・法34①)。

つ まり定期 的に相当な金額の報酬であれば損金算入 とな るものであ った。 この 「定期の給 与」に対

して特定 の月分 を増 額 した り、臨時的 に支給 され る もの は 「役員 賞与 」 と して とらえ、役 員賞 与

は、本来は利益処分 に よるべ きもの と考 え られ損金不篤入 としていた(改 正前 ・法35①)P。 さ ら

に役員退職給与 について、利 益処分に よる もの及び損金経理 している ものであって も支給 金額の う

ち不絹当 に高額 な部分 は、損金不糞入 としていた(改 正前 ・法36①)。 つま り損金経理 を行 い相 当

な金額 の退職給与 であれば損 金算入 となる ものであった。 また、平成10年 か らは、隠ぺ い又 は仮装

経 理による役員 に対す る給与 の支給 は損金不 算入 として きた(改 正前 ・法謎②)。

この ような役 員給与等 に関す る規定 におい ては、役 員報酬 の額が梱 当額 であ るか否 か2) 、臨時

的支給 とは何 か3)、 退職給与の額が相 当額であるか4)、 など役員給与 をめ ぐる事件が多か った。

このような法 人税法の規定 は、旧商法(平 成14年 法律44号 改正前)に よる役 員報酬 の規定(改 正

前商法269、281① 四)を 基礎 とす る ところであった。 旧商法 は、通説 による と取締役 に対す る役員

報酬 の総額が株主総会 によって決定 されて いれば、 その支給方法 などは取締役会 にお いて決定 して

支給 する ことに問題 は なか った5)。 しか し実務上 、役 員賞与 について は業績 の対価 と して株 主総

会 において利益処分 と して支給 されていた。 その後 旧商法(平 成14年 法律44号)は 、企業の国際化

の影響 を受け、平成14年 に役 員に対す る業績連 動型の報酬 を認 める ように改正6)さ れ、平 成17年

に成立 した会社法(7月26日 法律第86号)も そ う した考 え方 を引継い だ(会 社法361②)。 さらに会

社法 は、最低資本金規制 を廃 止 し、機関設定 も柔軟 に し、設立手続 も簡素化 し起業促進 を促す法体

系 を採用 した。旧商法 にお ける計算書類7)の うち、利益処 分案を廃 止 し、「取締役 の報酬 、賞与そ

の他 の職 務執行 の対価 と して株 式会社 か ら受 ける財 産上の利益 」 を包括 的に 「報酬 等」 と定 めた

(会祇法361①)。 会計 上 も会社法の改正 と整 合性 を図 るた め、役員 報酬 は もとよ り賞与 について も

費用 とすべ きこ とに会計基準 を改正 した8)。
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2立 法 上 の理 由

これに対 して政府税制調査会 は 「法人 の設立が容易 になる中で、偲 入形態 と法 人形態 との税負担

の差 に由来する不 公平は是正すべ きであ る」9)と し、 評 成18年 度版改正税法 のすべ て邊 似 下 「18

年度版」 とい う)は 、「今般 の税翻 改正において は、会社法 制や会計制度 な ど周辺的な制度が大 き

く変わる機会 を捉 えて、こう した役 員給与 の損 金鯨入 のあ り方を見 直すこ ととし、具体 的には、従

来の段員報酬 に相 当する ものだけでな く、事前 の定 めに より役員給 与の支給蒔期 ・支給 額に対 する

恣意牲 が排 除 されている ものについて損 金算 入を認 めるこ ととする とともに、従来課税 上の弊害が

最 も大 きい と考え られた法入の利 益 と連動す る役 員給 与について もその適正性 や透明性 が担保 され

ている ことを条件 に損金算入 を認める こととしました」 とい う。

いわゆる事前届出給与や利益連動給与であ って も所定の条件に適合す るものは損金箕入で きる よ

うに した、 とい うのであ る。そ して役員給与 に関す る改正事項の背蝋 と しては、次の四つの問題点

を述べてい るので、役員給与 も含めて、その立法理由 とす るところを見てお きたい。

第一点 は、会祉法鋼上の問題。会社法制上、役員報酬等 は原蜀 として定款 に定め るもの と し、定

款 に定めが ない場合 には株主総会の承認 を得 るもの とされてい る(会 教法361粂)。

これに対 して 「法人が支給す る役員給与 について は、役員 に直接的 に経済的利益 を帰属 させ ると

い うその態様か ら、お手盛 り的 な支給」(「18年度版」323頁)が 懸念 され るとい う。

周知 のよ うに平 成!8年5月1旨 施行 の会祉法 は、最低 資本金規制 を廃止 し、資本金!円(0円 も

可 能)、株 主1名 、取締役1人 とい うような典型的 な～ 人会社 の容易 な設立 を認め、会社の起業 を

促進す る制 度 とした。法 入税法 の改正 に当たって は、こ うした会社法の あ り方が潜在 的に強 く意識

されている と考え られる。 そこで役員給与の ような性 質の経 費について法 人所得計算 の段階 で安易

に損金算入 を認 める と、その結果、法人税 の負担 が滅少す るの で、「課税 の公平」か ら問題が ある

とい うの である。役員給与 に は所得 税が課税 されるので、所得税 が増額 する ことには触れてい な

い。

第二点は、税 制上の問題。従来、法人税法上、役員報酬 は計 上 した とき法人段 階で損金に算入 さ

れ、役員賞与 は損 金不 鈴入で あった。所得 税法上は、役員報酬が給 与所得であ るこ とか ら、「その

支払の際涯 に源泉徴収す るもの とされ(所 得税法183①)、 役 員賞与については、支 払いの確 定 した

日か ら1年 を経過 する1ヨまで にそ の支払 いが され ない場合 には、「その1年 を経過 した日において

その支払が あった もの とみな して」源泉徴収 しなければ ならない もの とされてい る(岡 条②)。

したが って、支給 を受 ける側の課税関係 として、役員給与については、未払計上の場合には賞与

を除 き、現実の支給特 まで個人所得税の負担が生 じない。 また、給与所得 とは、給与収入か ら給 与

所得控 除 した後の金額 をい うのであ り、給与所得控除部分 は課税 され ない叡 入金 額であ る。「こう

した中で法 人段階 での安易 な損金算入 を認めれば、法人 ・個人 を通 じた税負担の軽減効果が商 く、

課税 上の弊 害が極 めて大 きい しくみ となって しまい ます」(「18年度版」323頁)と い うのであ る。

第三点は、執行上の 問題。 「従 来か ら役 員給与の支給 の恣 意性 を排除す るこ とが 適正な課税 を実

現 する観 点か ら不 可欠 と考 えてお り、具体的 には、法 入段階 にお いて損金算入 され る役員給与の範

囲 を職務執 行の対価 として相 当 とされる範 囲内に制 限す ること とされてきま した。

そ して、役員給 与が職務執 行の対価 として相 当な範囲 内であるか否 かを個 々の事例 に応 じて実質

的に覇定する ことが困難であるこ とを踏まえ、改正前 においては、この区別 を専 ら役員給与 の外形



役員給与への特異な課税問題5

的な支給形態 に よって行 うこ ととし、具体 的には、定期 に定額 支給 する もの を 「報酬」 とし、それ

以外 の ものを 償 与 」 として、役 員賞与に該当す るものついては、損金の額に鋒 入 しない こととし

て きま した。 しか し、 この区別については、基準 としては明確 な ものである反晦、画一的 ・形 式的

に過 ぎるとい った指摘 もあ った ところです」(r18年 度版」323頁)と して執行上の 困難性 を掲 げて

いるG

第四点 は、特殊支配 同族会社の 問題。 「法 人段 階で役員給与 の安易 な損金覧入 を認め た場合 の課

税 上の弊害 は、ギ特 にオーナー役員(以 下 「業務 主宰役 員」 とい います)に よる実質的 な支配 度合

いが強い実質的な一人会社(以 下 「特殊支配同族会社」 といい ます)に おいて よ り顕著に表れる こ

ととな ります 。すなわ ち、 こうした会杜 において は、① 業務主宰役員が 自らへの役員給与 を法人段

階で経費 として計上 し損金の額 に算入す る一方で、② その役員給与 について緬人段階で給与所得控

除 を受け ることが可能 となってい ます。そ して、業務主宰役員が事実上 自らの役員給与の決定権 を

有 してい る以上、 こう した構造が課税所得 の操作 に利粥 され る余地 は極めて大 きなもの となって い

ます」(n8年 度版」332頁)と 指摘 している。

その第一の論点は 「経費の二重控除論」 であ る。つ ま り 「特殊支配 同族会社の実態は個入事業者

と実質的 に変 わらない にもかかわ らず 、特殊支配 岡族会社 においては稼得 した収益 に録す る経費が

法人段階 と個人段階の二段階 に分 けて考懲 され ることを慧味 し(い わゆる 「経費の二重控除」)、個

入事業者 との課税上 の不公平 が端 的に表 れるこ とにな ります。今 回の会社法 における一 人会社 の全

面的解禁や最低 資本金規制 の撤廃等 によ り、法 人の設立 が容易 になることを踏 まえると、 この よう

な状況 を放遣 したままでは、個 人事業者 が穏税 圏避を 目的 として法 人形態 を選択す る 「法 人成 り」

が増加す るなど、法人形態 と個人形態 との課税上 の不公平が さらに増大す る恐 れが あ ります」(「18

年度版」332頁)と 、「経 費の二重控 除論 」 と稚税 隊避 を臼的 とした個 人箏 業者の 「法人成 り」 を指

摘 している。

第二 の論点 は 「配 当の給 与転換 論」である。 つま り中小 零細 な法入企業 の 「会桂 における業務 憲

宰役員へ の役 員給与 の支給 は配当の支払 い と実 質釣な差 異を認めがたい面があ り、これを役員給与

の支給 とするか配当 とするかの裁鍛権 が事実上 業務主宰役員 に与え られている会社 において、 これ

を役 員総与 の支給 とすれば直ちに損 金鏡 入を認める こととい うことでは、課税上の公平を欠 くこと

とな りかね ませ ん」(「18年度版」332頁)と 配 当支 払い を役員給与 で園避 される ことを指摘 してい

る。

なお、注書 きで 、「今 圓の措麗の背景で ある法人形態 と個人形態 の税負担差 に由来す る課税 上の

不公平や役員給与の支給 を通 じた課税所得の操作の問題 は、政府税制調査会等で長年議論 されて き

た論点であ り、特に実態 と して個人事業春 と変 わらない小規模同族会祉 に係 る課税のあ り方や法人

の適正な経費のあ り方 を見直すべ きことは、政府税網調査会等 にお いてかねて具体的 な検討課題 と

して掲 げ られて きま した」 と述べ、長期懸案事項であ った ところを解決 した もの としている。果た

して、 この ような理由は妥 当性 を有 してい るの だろうか、検証 してみる10}。

斑 舗度の概要

!損 金 不 算 入 の 課 税 構 造

本来 、役員給与問題 を取 り上 げるのであるか ら、役員 とは何 か、役員給与 とは何か 、か ら論ずべ

きと考 えるが 、紙輻 の関係上、 ここで は、法 入税法第35条(特 殊支配 同族会社 の役 員給与の損金不
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算入)制 度 におけ る役員給与 を損金不算入 とす るところ に焦点 を当てて論ず ることとする。

この制度 は、「特殊 支配同族会社」 に該当す る同族法 人の 「業 務主宰 役員」 に対 して支給 する役

員給与 について 「給与所得控除相当額」 を損金不算入 と して、法人税 を課税す るものであ る。本条

の適用は平成18年4月1日 開始事業年度か ら適用 されてい る。

損金不算 入 とする課税構造 は、[図表1]に 示 した ように、個 人事業所得(青 色 申告特 別控 除 を

略す るU))に お ける課税ベ ース と比較す る。 事業所得 は収 入金額 か ら必要経 費を控 除 して算 出 さ

れ る。仮 に、 この事業主が個人か ら1円 会社 を設立 し、いわゆ る 「法人成 り」 をして役員給与 を支

払 う と、事 業所得者 の必要経 費 と同額の損 金の額の ほか、役 員給与支給 額が損 金の額 に算入 され

る。つ ま り個人課税 の事業所得 か ら役員給与 を差 し引 いた残額が法 入所 得課税 を受け るこ ととな

る。 しか し役員個 人へ の給与課税 は、役員給与 が給与所 得に分類 され、収入金額 か ら給与所得控

除ユ2)が控 除 される。その ため、法人 ・個入 を合計 した課 税ベー スは、個 人事 業所得の課税 ベース

図表1損 金不算入の課税構造 よりも給 与所 得控 除分 が減少する。

そ こで法人 ・個人の課税 システムに
尚族会社の制度的節税構造

法人所得 個人所得1個 人事業主の所得1お ける この減 少額 を損金 不箕 入 と し

'1法

、

函

函 蓄1炉

て、法人課税 と所得課税 を通 じた課 税

ベ ース の 財 コー ル フ イ ッテ ン グ」

(「18年度版」333頁)を 図 る とい うの

である。そ こで法令上は、特殊 支配同

族会社 が当該特殊 支配 同族会社 の業務

主宰 役員 に対 して支給 す る給 与の う

ち、給与所得控 除相当額は損 金不算 入

とする もの と定 めている(法35①)。

2特 殊 支 配 同 族 会 社 の 定 義

そ れで は、「特殊 支配同族会社」 とは、どの ような会社 をい うのであろ うか。内国法 人の うち同

族会社13)に 該 当す る法人 で、次 の要件1に 該 当す る法 人であ ること、さ らに絞 り込 んで要件2に

も該当す る場合の同族会社 をい うもの としている(法35①)。

同族会社の うち、業務主宰役員 とその役 員 と特殊 関係 にある者 が、発行済み株 式総 数の90%以 上

を所有 してお り、かつ、 これ らの役員数が、常 時事 業の経 営に従事 する全役 員数の うち過半 数を占

めている会社の ことを特殊支 配同族会社 とい う。こ こで業務主宰役員 とは、法人の業務 を主宰 して

い る役員 をい うもの としている。 この場 合の株 式所 有には、役 員本人に限 らず、その親族 や同族 会

社の関連会社に よる所 有等を含む もの としている。

(1)要 件1:9096以 上の出資基準

この出資基準には次の二つが定め られてお り、いずれかに該 当すれば この基準 を満 たす こととな

る。 この株式数の判定において 自己株 式は除 くもの としている。

① 「業務主宰役 員及び業務主宰役員 関連者」が 、その発行済株式又 は繊資の総額の90%以 上 に

相当す る株式数又は出資金額を有 している場 合(法35① 、法令72①)

② 「業務主宰役 員グループ」が、その発行済株式 又は出資の総額の90%以 上に相当す る株式 数

又は仕1資金額 を有 している場合、又は持分会社 の場合 にあっては業務 を執 行す る社 員の90%以



役員給与への特異な課税問題7

上を占める場 合(法 令72③)

〈業務主宰役員 グルー プ(法 令72③)〉

「業務主宰役員 グループ」 とは、業務主宰役員及 び施行 令第72条 第1項 各号 に掲 げ

る考 をい うのであるが、分類す ると次の ように なる。

① 業務主宰役員

② 業務主宰役員 関連考(業 務主宰役員の親族等 の うち役員であ る者、業務主宰

役 員及び これ らの者に よる支配会社)(法35、 法令72①)

③ 業務主宰役員の親族等の うち役員以外の者(法 令72③)

④ 業 務主宰役員等 による90%以 上所有する1濁族会社(法 令72①)

なお、特殊支配 詞族会社 の判定基準 として株式数等の所 有割合を用いているこ とか ら、形式的な

株式 譲渡 による租税 回避行為 を防氏するため、業務主宰 役員関運者に該当 しない者に対 して形式的

な株式譲渡 を した場合 に、その株 式数を取 り込む ことがで きる ように 「議決権 行使 の陶意者」の株

式等 に対 して、次の ようにみな し規定を置いている。

「燗 人又は法入 との賜で当該 個人又 は法 人の意思 と岡一の内容 の議 決権 を行使す ることに同意 し

ている者が ある場合 には、豪該者 が有 す る議 決権は当該個 人又 は法 人が膚す る もの とみ な し、か

つ 、当該 個人又 は法 入(当 該議決権 に係 る会社 の株主等であ る もの を除 く。〉は当該議決権 に係 る

会社 の株主等 である もの とみな して」、株 式等 判定の規定 を適用する もの としている(法 令72④)。

(2)要 件2:過 半数の人的基 準

この人 的基 準 とは、まず、役 員 を 「常 務 に従 事す る役 員」 と 「これ に該当 しない役 員」 に分類

し、「常務 に従事す る役 員」を分 母 とし、「業務主宰役員及び業務主宰役 員関連者」 を分子 として計

鋒 し、過半 数を超 える ときの当該会社 が本条の適用になる もの としている。人的数であるか ら 「常

務 に従事す る役員 」の うち半数が業務 主宰役 員 と関係のない役 員であれば この基準 か らはずれる。

す なわち、業務 主宰役員 等に よる一族支配の強鷹な場合に特殊 支配岡族会社 と判定 される。

3「 業 務 主 宰 役 員 」 と 「常 務 に従 事 す る役 員 」

舛 象 となるの は給与 等の支給 を受 ける役 員であ る。 この役 員 とは、「法人の取締役 、執行役 、会

計参与 、監査役 、理事 、監事 及び清算 人並 びに これ ら以外の者で法人の経営に従事 している者の う

ち政令で定め る ものをい う」 と して、明確 に役 畏 と しての地位 を有する者の ほか、ヂみな し役員」

も役員 に該 当す る(法2十 五)。

(1)業 務 主宰役 員

この 「特殊支配 購族会社 の役 員給 与の損 金不算入」鋼度の対 象 となる者は、役員の うち 「業務 主

宰役員」 であ り、対 象 となる金額は業 務主宰役員に支給 する給 与の額である。

この 「業務主宰役員」 とは、「法人の業務 を主宰す る役員 をいい、個 人 に限 る」 としている(法

35①)。 さらに 「法入の業務 を主宰す る役員」 とは、会社 の経営 に最 も中心 的 に関 わっている役 員

一 人 をい う。 この場合 、最 も中心 的に関 わってい るか は、事 業計画 の策定、多額 の融資契約 の実

行 、人事権 の行使 等に際 しての意思決定の状 況や役 員給 与の多寡等 を総合的に勘案 して判定する も

の としている(法 基通9-2-53)(ア ンダー ラインは筆者)。

この点 につい て 「平 成18年 度版改正税 法のすべて」で は、「逓常 は、代表取締役や杜長 といわれ
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る役員が これ に該当する ことに なることが多い と考え られ ますが、実質的な関わ りに より判 定する

ことにな るため 、た とえば、役 員給 与の多寡 な どもそ の判断の一 つの要素 となる とい え ます。な

お、私法上役員 と しての地位 を有 しない場合で あって も、会社の経営 に従事 してい る事実があ り税

務上 役員 とみ な され る場 合に は、業務 主宰役員 にな り得 る こととな ります」(「18年度 版」334頁 〉

と している。

(2)業 務主宰役員関遮者

また、出資基準の輝定 では、「業 務主宰役員」が勝有 する出資の ほか に 「業務 主宰役員関連者」

が噺有す る出資分 も合計 して判定す る。 この業務主宰役員関連者 は、出資蕊準 に対す る課税嘱避防

止規定 であ り、瞬族会社 の判定 と岡様 に、業務主宰役員 の親族 、支配 同族会社 など特殊 の関係 にあ

る着をい う(法 令72①)。

(3)常 務に従事す る役員

この 「常 務に従事 する役 員」 とは、会社 の経営 に関する業務を役員 として実 質的に、日常継続 的

に遂行 して いる役賃 をい うもの と している(法 基 通9-2-54、 平成19親 設)。 この ようなF常 務 に

従事する役員」 に該 当するか否か につ いては、「響殊 支配岡族会社の役員給与 の損金不算入制度 に

関す る質疑応答事例 」(平成18年12月 国税庁)問3の 答において、「その業務 の内容 や従事 の実態 な

どを踏 まえ、その実質に応 じて個々に判 断する」こ ととしている。 さらに、例 えば、 として次のよ

うに解説 している。

「代表取締役 は会社 を代表 し、会社の業務 に関する一切の行為 をす る権 限 を有す るた め、 当然 に

「常務 に従事す る役 員」に該当す るこ とにな ります。 また、副社長 、専務 又は常務 などの職制 上の

地位 を有す る役 員については、その会祉 の枢 要かつ責任ある地位 にあ り、会社 の経営 に関す る業務

を実質的 に、 日常 継続的 に遂行 している役 員 と考 えられ るこ とか ら、「常 務 に従事 している役 員」

に該当す ることとなります。

使用人兼務役員 については、その役員 と しての職務が、単に取締役会の メンバー として業務執行

に関す る意思決定 に参画す るだけで な く、会社の経営 に関す る業務 を隻質的 に、 賑常継続的 に遂行

している場 合には、ド常務 に従事す る役 員」に該当す ること とな ります。具体的 には、その考 に対

す る役員給与の うち役貴 と しての職務 に対す る給与が会社の使用人 と しての職務 に対す る給与 を超

える ようなときには、「常務 に従事す る役貴」 に該当す るもの として取 り扱 われ ます」(ア ンダー ラ

イ ンは筆者)。

この解説 に対 して通達 では ギ注(ユ〉」 にお いて 「使用人兼務役員の うち、その者 に対す る役員給与

の うち役員 としての職務 に対す る給与が会社の使用入 と しての職務 に対す る給与 を超 えるような者

は、「常 務に従事す る役員」 に該 当するが、単 に取締役会 の構成 員 と して業務執 行に関する意思決

定 に参哲す るだけの者 は 「常務 に従事す る役員」 に該当 しない」 もの と し、会計参与や監査役 も、

そ もそ も会社〃)経営 に関する業務 を行 う役員で はないので、「常務 に従事す る役 員」 に該当 しない

もの としている(法 基通9-2-54注(め)。

会社法 に よって容易 に会社が 設立 で きるこ ととなったため、役員給与 による課税 回避 を防止す る

ために導 入 した この制 度は、従 来の 「みな し役則 や 「賞与」 の概念 に よる実務上 の認定 問題以上

に、「業 務主宰役員」、「常務 に従事 する役員」 など不確定概念 が ます ます増加 し複雑 化 して きてお

り、謙税 の公平 に資する どころか、立証 の巧緻 に よって課税 の公平 を阻害す るこ とに もなる。
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3特 殊 支 配 同族 会 社 の判 定 の 時期

株式の所有者や持株数、役員構成 、職分 は変動す ることが あるので、この特殊支配 瞬族会社 に該

巌す るか どうかの判定 は、当該事 業年疫終了 時の現 況に よ り判定す る もの としてい る(法35③)。

また、事業主宰役員 などが支配す る同族会社 に該 当す るか どうかの判定時期 も同様 に定 められ てい

る(令72の2③)。

この ような規定 に対 して、事業年 度末 と事業 年度首 だけ株式等 の移動が行 われるこ とが あ り得 る

が 、税法 の判定 をす る場合 には、あ くまで も所有 実態 のあるこ とが前提 であ り、巣 なる形式 的な株

式移動 によって特鉄支配 購族 会社 の概念 か ら除外 して も、事 後の調 査において事実認定 される と形

式 的判定 は否認 されるこ ととなる。

4役 員 給 与 の意 義

(1)平 成18年 疫改正前 の役 員報酬 等の法理

元来、法人の活動 は、取締 役等 の職務 の執行に よる結果であ り、それに よって利益 が生まれ法人

所得・となる。 法入税 法は 「各事業年度の飯得の金額は、当該各事業年度の益金の額か ら当該各事業

年 度の損 金 の額 を控 除 した金額 とす る」(法22①)と 定 め、 さ らに 「損金 の額 に算入す べ き金 額

は、別段の定 めがあ る もの を除 き、売上原緬 及び販売 費、～般管理 費その他 の費屠の額 とす る」

(法22③)と している。

したがって、会社 法及び会計基準上 も役員 に支給す る報酬等は当然に費用 とされ、売上原価又は

販売費及び～般管理費 を構 成す るものであ る。論理か らすれ ば、当然、法 人所得の計算.i二において

も、原鋼 として損金 に算入 され るべ き金額であ る。 しか しなが ら、役員 は業務執行の権眼 を有 して

いるため、いわゆ るお手盛 り的 な報酬額 を決定す ることもあ り得 るので、過大 な役員報酬や退職給

与は損金不算入 と し、業績分配 とされ る賞与 は損金不算入 と して きた14}。

(2)平 成18年 改正後の役員給与の法理

これ に対 して改 蕉後の法 入税 法第22条 の法理 に変 更はないが、法 入税 法第34条 を改め、「役員給

与」 とい う用語の中 に旧 「役員報酬」、賑 「役員賞与」の概念 を含め、「内国法 人がその役員 に対 し

て支給す る給与(抵 弧内雀略)の うち次に掲 げる給与 のいず れに も該当 しない ものの額 は、 その内

国法人の各事業年度の所得 の金額 の計算上、損 金の額 に算入 しない」 と規定 した。す なわち、法律

の基本的 な規定方式 を、原則損金算入 と し過大損金不算入 とす る方式 か ら、原則損金不算入 とし条

件付損金算入 とす る方式 に変璽 した。 その結 果、損 金算入要件 に該 当 しない役員給与 は、全1奮的に

損金不算入 となったので ある15}。

(3)損 金 に糞 入される役員給与

この損金不算:入とされる役員給 与か ら除かれる 「損 金算 入 される役員給 与」 とは、法人税法 第34

条 に定 める 「給与」 に該 轟 し、かつ、次に掲 げる 「三つの要件」のいずれかに該 当する役員給 与を

いう(法34①)。

① 定期 瞬額給与

その支給特期 が!月 以下の一定の期間 ごとであ り、かつ、当該事 業年度の各支給縛期 におけ

る支給額 力澗 額 である給与(法 令69①)

② 事前確 定属 出給与

その役 員の職務につ き所 定の時期 に確 定額 を支給す る旨の定めに基づいて支給す る給 与(定
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期 同額給与及 び利益連動給与 を除 く。)(法 今69②)

③ 利益連動給与

非 岡族 の内 国法 人で委員 会設遣会社が 、その業務執 行役員 に対 して支給 する利益連動給 与

で、一定の要件 を満たす もの(法 令69⑥)

したが って、今後は、 どの ような ものがr定 期同額給与」 となるのか、「定期」 とは どうい う状

態の ことか、「岡額」 とは どうい うことか、「事前確定届出給与」の届出 と支給実態 について どの よ

うに判 断す るのか、「利 益連動給与」 の条件 と実態の適合性 は どうか、な ど三つの損金舞 入 され る

給与の事実認定が問題 とな るところである。

(4)役 員給与の定義

法人税法 では、「役 員に支給す る給与」 とい うときの 「給与」 を抵 弧書 きで定義 して いる。 すな

わ ち、役員に対 して支給す る対隔 か ら次の① 、② 、③ 及び④ を除 き、⑥ を加 えた もの をい う(法34

①)。

① 退職給 与

② 新株予約権に よる対 極(法5の

③ 使用人兼務役 員に対 する使 用人分 の給与

④ 隠ぺい又は仮 装に よる給与

⑤1役 貴等 に対 する債務 免除に よる利益 やその他 の経 済的利益

この⑥ の 「役 員等 」 とは、役員 及び役 員 と蒋殊 の関係 のある使用 人 としている(法35)の で、役

員 惣身の使胴人がこれに該 当する(令72① ヨ 。

そ こで この役員給与 の定義 をみ る。会社法 上の取締役等の報酬等 の範囲に は、の 法人税法 の役

員給与(こ の給 与に は債務 免除益 やその他の経済 的利益 を含む もの と してい る)、b)役 員退職給

与、c)新 株 予約権 に よる録価 、d)使 用 人兼務役員 に対 す る使用 人部分 の給 与が含 まれ る。法 人

税 法上は、e)隠 ぺ い又 は仮装 に よる給与 も役員給与 として位 禮づ けて損金不 算入 と して いるが 、

この ような役 員給与 は会社法 の予定 する ところではない。

この法人税 法上 の役員給与 の うち、定期 同額給与 、事前確定届 出給与及 び利益逮動給与 に該 当す

る場合 には、原則 として損金算入 となる。 しか し、三つ の要件 に該 当 し基本 的には損金算入 とされ

る給与 であって も、不相 当に高額 な ものの金額 は、損金不舞入 とされ ている(法 令70②)の で、 こ

れを除いた ものが損金算入 となる役員給与であ る。

5損 金 不 算入 の対 象 とな る役 員 給 与

したがって、「特殊支配 同族会社 の役 員給 与の損金不算 入」 鋼度の対象 となる役 員給 与 とは、業

務 主宰役員 に該 当す る者 に対 して支給す る役 員給与 の うち、損 金算入の定義 に該当す る役 員給 与

で、不棚 当に高額で あるものや隠ぺ い又 は仮装経理 による支給額 など、他の規定 において損金不箕

入 に されるもの は、本規定の損金不算入の対象か らは除かれ る。

6損 金不 算 入 の適 用 除 外

特殊支配同族会祉の役員給与の損金不鉾入制度 には、基準期間にお ける遜準所得金額が一定の金

額 以下であ る場 合の事業年度 につ いて、二段 階 に区分 して適用 除外規定が設 け られ ている(法35

②、法令72の2)。
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この基準期 間 とは、盗該事業 年度の前3年 以内に開始 した各事 業年 度 を意 味 し、特殊支配 岡族会

社 に該幽 しない事業年 度及びそれ以前 の事 業年度 は除か れ(法 令72の2⑤)、 基準所得金額 とは、

大雑掘 な表現 をすれば、業 務主宰役 員の 「役 員給 与の額 」 と当該 法人の 「所得 金額」 の前3年 事業

年度 の合計額 の平均 である。

なお、基準期 間麟7年 間に繰 越欠損 金がある場合 にはそれ らを控 除 して基準所得 金額を算 定す る

な ど、規定 自体 はかな り欠損 法人に配慮 した ものになっている。

薪規設立 法入や葡事業 年度 が存在 していて も特殊 支配 瞬族会社 に該 当せずに基準期 問が ない場合

には、当該事業年 度の所得金額 を基礎 に計算する こととなる(法 令72の2⑨)。

この基準所得金額 の判 定基準 は、次の よう定め られている。

(!)基 準所得金額1600万 円以下(平 成圭9年改 正改 正前800万 円以下)の 場合

基準所得金額が!600万 講以下である事業 年度については、無 条件 で適胴除外 となる(法 令72の2

⑧)。 「法 入成 り」 による課税 ベースの縮小 を防 ぐために創 設 した嗣度 である とい う理 由が 、ここで

崩 れている。法 入成 りに よる課 税の公 平が阻害 される とい うのであれば、この ような基準所得金額

を設定す ること良体が矛盾 であって、 この ような基 準所得 金額 を設定 したこ とで、 しか も、平成18

年5月!露 以後 に設立 した法 人に限 らず従 来か らの法人に対 して まで課税 する制度 としたこ とは、

ま さに、過去 か らの法 人成 りした 申小企 業に対す る法人課税 のあ り方 と して議論 にあった潤題16)

を制度的 に実現 した ものであ り、会祉 法を理 由 としたのは、千 載一遇 のチ ャンス、 として単 なる便

乗改正で ある。

(2)基 準所得金額1600万 円(改 正前800万 潤〉超 で3000万 円以下の場 合

基準所 得金額1600万 円超 で3000万 円以下 である場念 には、「基準所得 金額」 に鰐す る 「業務主宰

役員 の給与額」 の割合が50%棚 当額 以下 である場合 には適用除外 とな り、50%相 当額超 である場合

には適朋 となる。 いず れの金額 も前3年 以内に開始 した事 業年度 の平均 額である。 この規定 は、特

殊支配 瞬族会社 の主宰役員 の給与が役 員給与 の うち独 占的に牧入 している場合 を課税 の鮒 象 とし、

い わゆる他 人の役員 に紺 して相 当の給与 を支払 っているのであれば適用 を解 除する ものである。

① 業務主宰役 員の給与額が基準所得金額 の50%相 当額 以下→ 適用 除外

② 業務主宰役員の給与額が基準所得 金額 の50%相 当額超 輔適用対象

(3)基 準所得金額3000万 円超 の場合

基準所得金額が3000万 円超 の場合 には、適 用除外 の澗定 か ら除かれているので、特殊支 配同族会

社 に該当 した法 人で は、業務 主宰役 員の給与が い くら少額 であって もすべ て本条 の適 用対象 にな

る。

この適用 区分の考 え方 については、「個人形態 と法 入形態の税負担差 が所得水 準や業務主宰役 員

への役員給与の支給 に応 じて どのよ うに生ず るかを考慮 に入れた上 で、串小法 人の軽 減税率 その他

の税法上の措遣 との整合性 も踏 まえつ つ設定 されている ものです 」(前掲書 、337頁)と 解説 してい

る。

なお、基準所得金額の増額改正 の適粥 は、平成19年4月1B麗 始事業年度 か ら適粥 される く令 附

鋼2)。

しか し、藤得金 額が3000万 的以上 をコ ンス タ ン トに稼 ぐ法 人は、中小企業 で も優 良な企業で あ

り、 この ような企業 を経営 している場合 には、その主宰役員が どのよ うな金額 の役員給与 を収入 し

て いて も、必 ず、 この課税規 定の適用 を受 けるこ とに なる。 たとえ、年収 が500万 醗で も、1000万
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円で も、2000万 円で も、その金額 のうち給与藤得控 除相 当額が損金不算入 となるの であ る。常識 的

な金額 であって も特殊 支配 同族会社 に該 当するこ とでこのよ うな差別 的な取扱 いを受 ける税綱 は異

常 とい うほかない。

7基 準所 得 金 額 に よる 適用 関係 の判 定

特殊 支配同族 会社 の役員給 与の損 金不算 入制 度は、岡族会社 に対す る制 度であるか ら、すべ ての

隅族会社 において、特殊支配 同族会社 に該 当す るか否 かの判定 を行 わなければな らない。該 当 した

場 合には さらに £図表2]の ような手順 で損金不算入 に関す る作業 を進めるこ とになるであろう。

実務上は非常 に重要 な計算 であるが、かな り技術 的な規 定なので、ここではフローチャー トに示 し

て詳細 は省 略す る。

國表2特 殊支配同族会社のフローチ ャー ト

特殊支配 同族会祉
に該鎖す るか

く男畦表14G)王 〉

基 準 期 間の 有無
く前三年について検討〉

<鋼表ヨ弓q)1>

ワ

甲
基準期閥前操越
欠損金の有無

「基準期間が

圓 な い場 合 」の

適 用除 外 判定

く蹟俵14(D逐 右〉

ゼ基準期間が

ある場合」の

[垂}適 騰外綻
く同付褒よ禰〉

〈簿映14(D嚢 筏〉

縁越欠損金面 の調ii窪計算

く付褒中下櫻〉

團
囲

匪]〈 別表14G)皿〉

実務的 にすべての同族会社は、必ず、別表14(1)を作成 し 「1特 殊支配同族会社の判定」 を記 入 し

なけれ ばな らない。特殊支配同族会社 に該当 した場舎、 さらに次の ような作業が必要にな る。

① 基準期間の有無 について検酎す る。

② 基準期間が なければ、「基準期間がない場合」の適用除外の判定 を行 う。

③ 基準期間があれ ば、基準1鵬 揃 に繰越欠損金があ るか否か検討 し、あ る場合 には欠損金の調

整 を行 ってか ら適用除外の判定 を行 う。

④ それぞれの判定で適用除外 に該当すれば、損金不算入の適用は ない ことに なる。

⑤ 以上 によるも適用除外 に該当せず、適用対象 となった場合 には、所定の計算 に墓ついて業務

主宰役員給与の給与所得控除椙当額が損金不糞入 となる。

8損 金不算入額の計算

(1)損 金不算入額計算の原則

基準期間における基準所得金額が計算され適用対象と判定されると、後は、業務主宰役員に支給

する役員給与を基礎として、給与所得控除額の計算と同じように損金不糞入を計算することにな
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る。税体系が 異なるので、法人税 法施行 令に損 金不算 入の言i算条文が規定 されている(法 令72の2

①)。 業務主宰役員給与金 額の区分に応 して損 金不算 入額 を示 す と[麟 表3]の よ うになる。

図表3役 員給与の損金不算入額 (単位 万円)

役員給与 損金不算入 役員給与 損金不舞入 役員給与 損全不算入

100 65 600 麦7婆 2000 270

200 78 700 190 2500 295

300 108 i800 200 3000 320

400 134 i900 210 4000 370

500 !54 ilOOO 220 5000 420

(2)他 の特殊支配1司族 会社 か らも業務主宰役 員給与額 を受け取 る場 合

この制度の適用 耐飾 を石 っている法入の当該 事業年 浸において、その柔務 主宰役 員か 、当該特殊

支配同族会社か ら役 員総与 を受 け取 るほか、業務 主家役 員であった期 聞に相 当す る期 問において、

他 の精 殊支西己嗣族 会社か らも業務主宰 役員 と して給与額 を受 け取 る場 合に は、 これ らの合誹額 に

よって損金不算入額 を算 出 し、それぞれの業務 主宰役員給与 額に応 して該分 した金額を、損金不算

入額 とす る(法 令72の2②)。

難 制度の問題点

!会 社 法 制 上 の 理 霞 と湖 度 設 計 の矛 盾

制度の概致 によって分か るよ うに 「牲殊支丙己岡族 会教 の役 員給与 の損 金不 鱗入」 規定 の適用 は、

い わゆ る特蘇支酎1司族会社 に該当 した場合 てあって も、 さらに基準燐 得を額 か1600刀 円(平 成18年

800万 円〉 以下てあ ると きは撫条件で適用除外 とな り、!6007)円 を超 えて3000万 円以下で ある とき

は一定 の条件 を満たす ものは適用除外 とな る。一 定の条件 を満た さない場 合及 び基準所 得金額 か

3000万 門超であ るときは、 この;1111展の課税 を受 ける。 課税 を受 ける会社 の適用 範囲を示す と1図 表

図表4損 金不算入の適用除外 と適馬範囲

特殊支配同族会社

藁1GO%
務
主
宰
役
員
給
与
割
合

50%

団9改 正

貿第 融講
ヲ ミ

・ぎ贈
㌻滋磯 象

脛凝擬 ぞ諺

懇購 瞭 罷

800万 円1600万 円3000万 円

卜{1841H嘘941H蓬84唯

基準所得金額
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4]の とお りである。 これに対 して実務界 はアンケー ト対象法 人の36%が 特殊 支配 同族会社 に該 当

し、 また、 この制度 につ いての意見 には、「制度創設 の趣 旨 を考慮す る とやむ を得ないので はない

か7.9%」 とする少 数意 見 もあるが、「問族会社 だけを対 象にするのは問題 である35.1%」 、「法

人税 でな く所得税 で調整 すべ きである25.2%」 な どの多 くの反対意 見がある17)。

前述の ように創 設理 由の第一点は、会社 法の改正 に よって個 入事業者 が容易 に 「法人成 り」 とな

る ことを制度創 設の理由 として掲げているが、本当であろ うか。

会社法制定以前に、平成15年2月 か ら改 正施行 した 「薪事業創 出捉 進法」は、当時の商 法及び有

限会社法の特例措 置 として株 式会社 の資本 金1000万 円以上、有 限会社 の資本金300万 円以上 とす る

「最低 資本金規 制」 を5年 間保 留す る条件 で、い わゆ る 「1円 会社」の 設立 を認め、 この特例 に

よって設立 した会社 を 「確認株式会社」や 「確認有限会社」 とした。 この制度の施行か ら僅 か3年

足 らずで3万 社 とい う企業 を創出 し、起業の促進が図 られた。 こうした ことを踏 まえ、会社 法の制

定 に当た っては、最低 資本金剃度 を撤廃 した もの と考え られ、経済の活性化 を制度面か ら支援する

こととなったところであ る。

一方
、国税庁 の申告所得税標本調 査に よれば、平成17年 度統 計で、営業等所得 階級 別で800万 円

超の考 は、営業 等所得 申告者!82万 人の うち11.6万 人、農業所得階級別で80Q万 円超の者は、農業所

得 申告者13.8万 人の うち0.56万 人存在 してい る。営業等藤得 と農業所得いずれ にも5000万 円超の者

が いる(図 表5参 照)。 これ らの者 は、会社法が制定 されたか ら法人 にす るのであ ろうか。

仮 に税金 問題で会社 にす るのであれば、すで に会社 に してい るはずで ある。すで に平成15年 か ら

「新事業 創出促 進法」が施行 され最低 資本金制度の制 限は、条件付で はあるが解消 されてい る。そ

うす る と、改正理 由で述べ ているような簾税対策 による 「法人成 り」 は平成14年 度か ら平成15年 度

以降において大幅 に増加 し、個人 申告者 は激減 しているはずであ る。 しか し現実 は、[図 表5]に

示 した ように、営業等所得者 で1500万 円超の者 は平成15年 慶か ら平成17年 慶にかけて5万842人 か

ら5万3136人 へ増加 しているのであ り、同時期 において農業所得者 において減少 しているに過 ぎな

い。農業所得者 については補助金 の削 減や農業政策 の変更 な どによること も考 え られるので、営業

等所 得者には、他に個 人事業 で営む理 由があるのではないか と思 われる。斉藤 一人氏 のよ うに個 人

事業 こそ原点である として法人化 するこ とで数億 円 もの節税 になるに もかかわ らず偲 人で申告 して

いる例 もあるのである。

この制度の創 設理由は一見 「もっ ともらしい」のであるが、中小企 業の赤 字法 人割合 が拡大 して

いる ことか ら、真のネ ライは中小会社 で も優 良な稼 ぎをしている既存の会社 ではなかろ うか。過 去

の議論か らの課題であ った法人成 りに対す る中小 企業課 税の強化 ではなかろ うか。申告所得税 の実

態 と基準所得金額に よる適用除外か ら考えて制度創 設理 由に合 理性は見 られない。

特殊支配同族会社の役員給与の損 金不茸 入制度は、会社 法に よる一人会社 に よる租 税圓避防止 を

理由 と して、中小法人 に対 して二重 の課税 を行 うとい うように経済成長に必要な中小企業の活性 化

に樟 さす行為であ る。

しか も対象 となる特殊支 配同族会社 に該当 して も、基 準所得 金額1600万 円(平 成19年 改正薦 は

800万 円)以 下の法人 を適用除外 としてお り、「個人事業者が租 税回避 を§的 と して法人形態 を選択

す る 「法 人成 り」が増加す る」 とい う理由 を掲げ なが らr基 準所得金額が一定の金額以下である事

業年度 につ いては、 この制度が適用除外 となる措遣が講 じられてい ます」 とい うことで、その対象

か ら除外 して いる。実 質的 に損金不算入の対象 となる法 人は、 中小企業で も優良 な業績 を有す る法
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図表5申 省所得税の所得階級洌、所得別申告者数の推移表 (単 位=入)

区 分 年度 営業等所得者 農業所得者 その他所得者 合 計

800万 円以下 H13 1,821,765 123ρ88 3,96婆,862 5,910,615

田4 L711β05 !25,660 3.917β32 5,754,797

H15 1,669,179 140,593 4,01婆,996 5,824,768

H!6 L696493 129,464 4,494,387 6β20β44

H17 1.710β87 132,606 5,286,696 7,129,689

800万 円超 H13 66,580
`

5,441 660,134 732,圭55

1500万 円以 下 H14 60,924 6,746
7

635,797 703,467

H15 60β55 8,922 633,678 702,955

H16 63β24 8,157 625,068 697,049

H17 62,911 5,094 64L702 709,707

1500万 円超 H13 35,277 413 274,914 310,604

3000万 円以下 H!4 34,057 7!5 260,896 295,668

Hl5 33,005 806 257,672 291,483

田6 33,886 787 264,548 299,221

H17 34,19! 489 281,736 316,416

3000万 円超 H13 20,464 44 102,667 123,175

H14 18,929 63 95β60 114,352

H15 17β37 41 96,275 114,153

田6 18,302 66 105,811 124,179

H17 18,945 62 119,327 !38β3畦

人であ り、制度創設の理由 と矛盾 した制度 となって いるものと考 える。

2税 制 上 の 理 由

(1)課 税の公平

制定理由の第二で税鋼上の問題 を掲 げてい る。役員給与 を法 人経費 と して損金算入 を容易 に認め

る ことは、法人税 の負担 を減少 させ るとい うが、本来、役員給与 は法的制度 と して糊 当な金額 は損

金の額に算入 され るべ きものであ る。 しか もその役員給与 には反射的 に所得税が課税 され ているの

である。所 得税が増収 となることを指摘 して いない。元来、法 人所得計算の損金 となるもの を特定

の同族会社 についてのみ 「課税の公平」か ら問題が あるというの は合理 的な説 明で はない。

役員給与は、その決定 において問題視す るので あれば、過大役鍛給与損金不算入規定が残 され て

いるのであ るか ら従来 と同様 に紺応すべ きことで あって、特定の 同族法 人に対 して資金流 出 した役

員給与金額に一律 に課税す る根拠 と して合理牲 はない。未払給与 につ いて源泉所得税 の納税時期が

遅れる とい うが、その ような理 由であれば、未払役員賞与 の場合 の1年 未払 の場合 に強制的 に源泉

所得税 を納税 させ ることと してい るのであ るか ら、 同様 に一定期 間の未払役員給与 につ いては、直

ちに源泉徴 収 し納税す るように規定すれ ば問に合 うことで あって、この理 由につ いて も、一律損金
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不鐸入規 定を導入するほ どの理由ではない。

「特 殊支配隅族会教 の役員給与の損金不舞 入」制度 というのは、会祉法 を契機 として、法人課税

鋼 度の中に 「みな し糊人課税 」制度を導入 し、中小企業課税の強化 を図 った もの といわ ざるを得な

い。経 費の二重控 除論 をい うのであれば、給与所 得控 除の議論 を深め、鯛人給与課税 と法人課税の

理論的検討 を行 い、 中小企業 の担税 力の実態 を も踏 まえて制度を検 討すべ きであ る。 また、高額個

人事業 者(農 業者)が 、 なぜ、個 人事業 なのか。法 入に しない理 由 など も調査検討 すべ きで あろ

う。

(2)所 得税率 と法人税率の格差

前述 した ように、法人の所得か ら役員給与 とす ることは、所得税 の課税対 象へ流 れてい くこ とに

なる。 この点 の考 え方 につい て 「平戒18年 度版改 正税 法のす べて」 では、に れ は所得 金額が 年

3000万 円超であ る場合 には税率格差の点か ら も個人形態 と比べ て法人形態 が有利 であ り、業務主 宰

役員に役員給与が若干で も支給 されれば、更 に税負担差が拡大す ることを踏 まえた ものであ り、岡

族会社 の留保金課税制度 にお ける課税鰻低隈の水準 ともおのず と整合性が 鴎られ るこ ととなってい

ます」(「18年度」337頁)と 解謬急してい る。

この ことは、法 入所 得課税の税率が 、姻 表6]に 区分 して示 した ように中小法 人の年所得金額

800万 円 まで は22%、800万 円 を超 える所得金 額に3096税 率 とされ、所得税 において900万 円超1800

万1二q以下の所 得金額に33%、1800万 円超の所得 金額に40%税 率 とされてい ることを理由 としてい る

もの と思われる。

しか し、地 方税負担 を加味 する と、法 人所 得は約40%で 、個人は50%で あ って理由 とな ってい な

い。 この ような法人税率 及び所得税 率の格差 の存 在は、昭和40年 代 に もっ と大 きな格差 として存在

していた。 だか ら単 に税率 の格差が あるこ とで給与所得控 除桐 当額を損金不 算入 とし、中小 法人へ

の朱捌 課税す る理論 的根拠 はない。 さ らに言 えば、同族 会社 以外 の大 企業 の役 員給 与はすべ て胡 当

な役員給与 であ り、法 人の規摸別 の企業利益 と役員給与 の分配率 の検 証 も説明 も行 われていない。

r法 人成 り」 を根 拠 に、経 費の二重控 除論 を展開 に しているに過 ぎない。臨 時税制調査会 にお ける

1956年(昭 和31)当 時 のア9量得税 の超過累進税率 の構造 で限界税率 は65%で あ り、その後1962年(昭

図表6法 人税率と所得税率

年 平成18年 度 平成19年 度

法

人

税

率

所 得 区 分 税 率 所 得 区 分 税 率
画

中 小i年800万 凹 以 下2596

…
申 小

法 人

年800万 円以下22%

法 人i年800万 円 超34596
8

{寺三800万Pヨ 超3096

その他345% その他3096

所

得

税

率

所 得 区 分 税 率 所 得 区 税 率

900万 円超1800万 円以下3096 695万 四超900万 円以2396

ユ800万円超3000万 円以下40% 900万 円超1800万 円以下3396

3000フゴF腎超5096 1800万 円超4096

(注)平 成21年 改正 によって中小法 入の年800万 円以下に対す る22%税 率は、1896に 引下 げら

れた。
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秘37)以 降19簿 年(昭 和49)ま では75%で あ った。 この ような限界税率で は、高額 な事業所得者が

法人成 りして箆例税 率に移行す るのは当た り前であ る。 しか も、給与所得 と して所得税 を負担 して

いるのである。

前述 した ように、平成19年 改正では、適爾除外金額は800万 円か ら1600万 円に引上げ られた。Fこ

の1600万 円 とい う数字は、国税 庁の統計資料 による、資本金2000万 円未満の利益法入 にお ける平均

所得 金額 と役 員一 人当た りの平均給与 を合計する と1570万 円 とな り、 この数字 よ りも低い 中小企業

において は、この制度 の負担が大 きい ことに配慮 した もの と思 われ ます」 とい う程疫 の説 明であ

る。

「平成19年 度版改正税法 のすべ て」で は、経 済成長戦略会議 において 「中小企業の活性 化に思い

切 って取 り組む こ と必 要がであ る」 といわれたか ら、適用基準 を兇直 した とい う。そ して、「具体

的には、法 入所得 と業務 主宰役 員への給与 との合計が黒字中小企業の平均的な水準 に達す るまでは

本制度 の適用対象 か ら除外 する とい う考え方 を採 り」(「19年度」333頁 〉、適用除外金額 を引上げた

と している。

創設理 幽 としている 「法人成 り」は、遽用 除外 となるのであ り、適用君象 となるのは、既存の中

小企業 で優良 な経営成績 の法人である。特に基準所 得金額が3000万 円 を超える場合には、業務主宰

役員給与が いかに少額 であって も損金不 算入分 が生 じるのである。 この ような金額の法人にあって

は、 む しろ所得金 額 を減少 させ て適用 を避けるため浪費を促 進 させる ことに もなるであろ う。

3執 行 上 の 理 曲

第三点 と して役員給与 の過大 問題 につ いて執 行上 の困難を掲 げている。従来か らも過大役 員報酬

や過大役員退職給与 などをめ ぐって多 くの課税事件 が争われて きた。だか らといって特 定の法人に

一雛 に課税 を して解決す るので あろうか
。過大役員給与 の損 金不算 入、過大退 職給与 の損 金不算入

規定は存続 してい るので あるか ら、今後 も課題 をめ ぐる闘題 は生 じるのであ り、現状 の規定では依

然 と して執行上の問題 は解決 していない。

む しろ、役員 を 「業 務主宰 役員」、「業務 主宰役 員関連者」、「常務 に従事 する役則 な ど新 たに

殴 則 を区分す る ことに よる税 制の複 雑 さを もた らしてい るもの であ り、これ らをめ ぐる事婁 認

定に新たな波紋 を広 げる結果 となって いる。

過大役員給与問題 を解消す るには、役員給与 につ いて、経常利益 に態す る役員給与割合 な どの統

誹 を整備 し、社会的 にどの程度の状況 にあるの か、偏差値 はどの程 度であるのか、各法 入のガイ ド

ライン的な数値が定期 約 に公 表 され るこ とが重要 なのであ る捌。役員給 与の額 は、本 来個 々の事

情に よって決定 され るものであ ろう。

串小 法入に君する この ような不合理 な規定 を導入す るので あれば、少 な くと も、中小 企業 と大企

業における経 常利益 に対 す る役員給与の状況 をサ ンプル調査す るな りして、課税 の合理性 を示すべ

きであ ろう。 この点、税制調査 会の参考資料(平!9.!0.2企 画16-2、32頁)と して、大企業 と中

小企 業の労働 分配率の推移表 を提娼 し、 中小法 入の分配率が高い と して いるが、十分 な利益の確保

がi翁難な中小 法人の分配率が高いのは産業構 造上の問題か ら生 じている ものであ り、 これが役員給

与のお手盛 りか ら生 じてい るものであ ることの論拠 にはならない。
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4経 費 の 二 重 控 除 論

(1)法 入経 費と給与所得控除

個 人組織で事業 を営 む場合、基本的 には、総収入金額か ら必要経費 を控除 した金額が、事業主の

事業成果で ある 「事業所得の金額」 とされ、 さらに納税者 の世帯状況 に応 じた所得控 除額 を控除 し

て算定 され たC課 税所得金鶴 に超過 累進税率 を乗 じて課税 され る(所 法27②)。

法 入組織 で事業 を営 む場合 は、益金 の額 から損金 の額 を控除 して 「所得 の金額」 を算定す る(法

22①)。 この場合、役員給与 は、会社 法上及び会計上 の費用であ って、原則 として損 金の額 に算 入

される性格 の ものであ り、これが基本 である。この所得 の金額 に担税力 を見 出 し、法 人税 を課税 し

ているのである。

法 人か ら受 ける役員給与 は、所得税法上 、給与所得 に分類 され、給与収入 金額 か ら給与所得控除

を控除 した残額が 「給与所得 の金額」 となる(所 法28②)。 所得の分類 にお いて事業所得 と鼠別 さ

れる。役 員個 人は、当該役員給与 に対 して給与所得 と して所得課税 を受 けるのであ る。 この計算過

程 において 「給与灰得控 除」 を受けるのはそれな りの理 幽があって設 け られた ものである。

特殊支 配同族会社へ の課税綱度 は、この点 を捉 えて、 法人税 と所得税 とを混合 し歴 史的 な経緯や

理 論的な説明 もな しに一刀 両断に 「経 費の二重控 除」 としているのである。

経 費の二重控除論 は、「役員給 与」 自体が損金の額 に算 入 され ることを法 人所得 におけ る一つ の

経 費控除であ ると し、 「給与所得控 除」が給与収入 か ら控 除 され ることを もう一つの経費で ある と

して、 この役 員給与の 「給与所得 控除」 を法人瞬得計 算にお いて損金不算入 にす る とい うので あ

る。法人において役 員に対 する職務 の対価 として支 払い、資金流 出 し担税力 のない ものに対 して さ

らに法人税 を課税 する とい う。

さらに役員給 与に対 しては、従 来 どお り、所得 課税す るのであるか ら、給与所得控 除が いわば法

人所得計 算における経 費の二重控 除である とい うのは、あま りに も乱 暴な言 い方であ り、給与所得

控 除の経 緯を無視 した金 く理論 のない課税 である。む しろ役 員給与 に対 する法人税 と所得税 の二重

課税であ る。この議論 は、給与所得控 除額が 、大 島訴訟 ゆ やサラ リーマ ン税金訴訟 に刺激 されて、

経 済成長 している縛代 に順 次拡大 されて きたこ とを検討 し、控 除額の性 質を見直 し、課税 の公平 か

ら、 どの ような内容を織 り込むべ きか、 どの程度にすべ きなのか、 といった議論 を経た上で、給 与

所 得控除 の問題 と して整理すべ きであ ろう20>。課税の公平 とい う観点 か ら、本来見 直 さなければ

ならないのは、給与所 得控 除その ものであ って、中小法人の役 員に対する給 与所得控 除の問題では

ない。今圃の制度は、法入の給与支給は損金 とな り、その損金には個入所得税が課税 されている こ

とについて触れず、お手盛 り的支給 が行われる との理由か らのみ、個人事業 と法入成 りとの課税 の

公乎を主張 しているが、課税 の合理性 、整合性、納 得性 がない ものである。

(2)給 与所 得控除の経緯

「給 与所得控除」 にはそれな りの歴史 的経緯 があるので、簡単 に触 れてお く。給 与所得控 除の前

身 は、「勤労控除」 と称 されていた。勤労控 除創 設以前は、給与収入 をその まま給与所得 として課

税 していた。大 正2年 に給与 収入に対 して 「勤労控 除」が誕生 し、創 設時には最初 の収入 金額20万

円 に対 して10%控 除であった。現行の給与 所得控 除の限界控除率は5%で ある。

この勤労控除の根拠 については、 シャウプ勧告 当時の調査整 理に よれば、次の四つの理 由が掲 げ

られてい る(福 田幸弘監修 『シャウプの税 制勧告』94頁)。

① 勤労控除は、個人の勤労年数の消耗に対する一種 の減緬 償却 をあ らわす。
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② 勤労控除 は、勤労 による努力及 び余 暇の犠駐 に対 する報酬 である。

③ 勤労 にと もなう経費 は多 くの場合普通の生活費 とほとん ど区別がつ かないか ら税務行政上特

別控除が認め られ ない。勤労控 除は、この普逓 の生活費以上 にかかる経 費に対す る概算的 な控

除 となる。

④ 給与 ・賃金 はその他の所得 と比べ て相対 的によ り正確 な税法 の適胴 を受 けるので、勤労控除

はそれ を相殺す る作用 を持 っている。

シャウプ勧告では、次の ように評価 していた。①及 び② は、所得の大部分が財産の所有 に帰医す

るするのでは な く個人の努力 によって得 られ るという点で は、農業所得及 び事業藩得 にも当ては ま

る。③ が、 どの程度 まで事業所得及 び農業所得 に当て はまるか は、他の所得や控除がいか に取 り級

われてい るかに拠る ところが大 きい。④ は税法 を立案す る際の基礎 と して考 えることは妥当では な

い。

その後、昭和31年12月 臨時税制調査会 において給与所得控除制度の趣 浜について論点 を次の よう

に整理 していた。

① 必要経費の概算(シ ャウプ勧告聴の③)

② 担税 力が弱い(減 価償却論、余暇犠難)(シ ャウプ勧告時の①)

③ 所 得補足 が容易である ことの調整(シ ャウプ勧告時の④)

④ 源泉徴収 に よる早期納税に婦する金利調整

① について、給 与所 得者が所得 を得るために経費が必要であ ることはシ ャウプ勧告で も、税卸」調

査 会で も認めている。② について も、事業所得、不動産所得な どと比較 して、一般的に程度の差 は

ある もの と理 解 され てい る。④ は理論 的 であ り金利が低 い とい えど も合理的 である。③ について

は、その後 も議論 されているが 「真 実の正当な納税額」が判明 しない以上、神学的な議論 である。

そ して政府 は、概箪経 費 と負担 調整的控除 としている2D。

Wま とめ

以上 のような考 察に よって明 らかなよ うに、今 回制定 された 「特殊 支配同族会社 の役員給 与の損

金不算入」鯛疫 は、お手盛 り的支給 、課税 の公平 、経 費の二重控 除な どいろいろな立法理 由を掲 げ

ているが 、どれ も合理 的、税 劇上 の整合性 、説得性 のある ものではない。

観 人による事業経営 と法 入による事業経営 とは、根本 的に相違 する ものである。

第一 に欄 人事業 にお いては、その事業 について事業主 としては もちろん、 自然 入 として個 人的に

無 限貴任 を負 っている。 これに対 して法 人においては、合 名会祉 や合 資会社 の無 限貴任社員 は とも

か く、原則 は法人格 と しての事業 の責任 は、出資者 や蘇 主に鴛 して法 的に有 限責任 であ り、会祉役

員で あって も経営者 と して法 的に定 められた責任 は負 うが 限定 的で、自然 入 としての個人 とは区分

され たところで存在 している。

嬉二 に飼入の事業 は人的 に有 限な時 間の 中で営 まれ、一般 的には祇会 的信胴力の拡大 に も限界が

あ るが、法 入の事業 は理論的 には無 隈の時 際の中で営 まれ、その事業へ の参加 、事業 の発展 とと も

に社会的信用力 も高 ま り継続 してい くことが可能 である。

第三 に経営組織の引 き継 ぎ、つ ま り事業承継 において も、個人事業 の事業承継 よ りも法 人事業の

方が、法人格 を分割、合併 など多様 な方法 を採用す ることがで きて格段 に柔軟性が ある。 また、 中

小 会社の場合に も、持分あ るい は株式 とい う会社財産権の細分化 によって事業承継 を経過的 に行 う
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ことがで きる。

かつて旧商法の最低資本金制度の下においては、設立す るに当た って株式会社 は最低1000万 円の

資本金 を確保 しなければ ならず、そ うした資金 を確保す るとい う社会的信用力 も必要であ った。 こ

の よ うに個 人事業 と法人事業 とは縫会経 済にお ける組織 、法綱度 か ら根本的 に相 違す る ものであ

る。

また、かつ て中小煽人事業者 に対 して、個 人事業 を法人の ように擬制化 し、個人事業主 を法人の

役員 と見立て てその役員へ報酬 を支給 した場合 には、給与所得 と して取 り扱い 、残 りを事業既得 と

する課税制度 を設 けたこ とが ある。 しか しなが ら、 その後諸改正の後、現在の青色 申告特別控除額

と転換 して廃 止された。 このことは、個 人に対 して法 入格 を擬捌 したことに対 して給与所得の金額

を事 前 に確定 させ るため届出 をさせ た ことか ら、制度運幣上 に多 くの問題 が出 され、結 周廃止 と

なったのである22)。

社 会経済 的な鯛 凌 としての法律 上の法 人格 を与 えるこ とには、それな りに社会 的に意義が あ り、

その綱度を利 用する ことで課税 上の弊 害を除去 するのであれば、健人 ・法 人企業 の全体 の実態 に応

じた課税単位 のあ り方を考えるべ きであろ う。法 入であって も中小 会社 は法 人格 理論 として法 人擬

制説が妥当す るであろ うし、大会社は法人実在説が妥当す るであろ う。そ うした法人課税鋼 度こそ

検討 されるべ きである。給 与所 得控 除制度を問題点 としなが ら、あえて法人成 りを課税 の公平 を阻

害す る要臨である とするな ら、中小法人に対 する税 制 と大 企業に対 する税 鯛 と区分 して法入課税 問

題 を考 え制 度化すべ き問題劉 であ り、優良な 中小企業 だけが、 ことさら懲 罰的な課税 を受 ける よ

うな本制度 は、中小法人への法人課税 を歪めた税制1であ り即刻廃 止すべ きである と考える。

(本稿 は、平 成19年11月17日 、EI本 会計研 究学 会北海道部会 第72測 にて報告 した もの にカ1】筆修 正 を

捕 えたものであ る。)

注

1)金 子 宏著 鞭 税法曇(第11版)、 弘文 堂、平成18年 婆月、3!4頁 。これは、平成18年 改 正前の

もので、役員賞与 につい て、従 来か らの商 法お よび企業 会誹 における利益処 分の考 え方 を述

べ 、平成14年 商法改正 による 「業績連動型報酬」 について は、業績 と報酬 とに函果関係が認め

られる場 合には相 当な金額 の範謝 内で損金 に算入 され ると解すべ きであ ろう、と論 じてい る。

着国二郎 ・武 田畠輔共 著 ぎ法人税法』(法 令解説編 、51年 版)財 経詳報社 、昭和51年8月 、

2!0-219頁Q

2)最 高裁平成9年3月25日 判 決(棄 却)。名古屋地裁平成6年6月15巳 判決(棄 却)、 名古屋高

裁平成7年3月30日(棄 却)。 役員報酬の適正額 の認定 として課税庁が類似 法人の平均値 を基

準 としたこ とに対 して、調査法人 自体の売上金額 と売上総利益 を も加味すべ きものと した。品

川芳宣著 窪役員報酬 の税 務事例研究1(財 経詳報社 、平 成15年8月)は 、役 員報酬 ・賞与 ・退

職給与に関する多数の判決 を分析 し論点整理 を行 い、それぞれの問題点 を明解 に論 じている。

本件については132-135頁 に掲 載。

3)最 高裁昭和57年7月8日 判決(棄 却)。 東京地裁 昭和55年9月25日 判 決(棄 却)、 東京高 裁昭

和56年5月27呂 判 決(棄 却)。 原告 におい て6月 及び12月 の支給額 を平 月 よりも増額 してあ ら

か じめ決定 し支給 した役員報酬 について、増額部分を賞与 として損 金不舞 入 とした事件 。原告

は、損金 としたのは、あ らか じめ決定 した金額である ことを主張 し、この他に利益 処分 として
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の賞与 を支給 してい る旨を主張 したが認め られ なか った。 この ような支給形態 については、今

回の改正で 「事前確 定届出給与」 として損金鏡入が認め られ るようにな った。

4)最 高裁昭和50年2月25紹 判 決(棄 却)。 東京 高裁 昭和49年1月31日 醤 決(原 判決全 部取 消

し〉、棄 京地裁 昭和46年6月29露(全 部取 消 し、納税者勝 訴)。 隅業種 、減規撲 の他 の会社 の役

員退職給与 を超 える部分 の損金不算 入 とした原処分 に対 して、原皆が基礎 として功績焙率 の適

用 を原審 は認 めたが、控 訴審では、比較 した法入において も原告法 入における事情 と 匹 敵す

る事情 があ り得 るわけで」、 として類似法 人に比 して著 し く功績倍率 が大 であ るとは認 めず 、

原審 を金部取 り消 した。 品川 揃 掲書」304-307頁 参照。

5)田 中誠二著 絵 社法詳論朗(上 巻)勤 草書房 、昭和51年3月 、478頁 。神騎克郎著 嫡 法 購

(会歓法)、 昭和59年3月 、292-294頁

6)い わゆる 「業績逮動型報酬」 とは、平成14年 改正 商法269条1項2号 「報酬 中額 ガ確定セザ

ルモ ノニ付 テハ其 ノ具体的 ナル算定 ノ方法」の報酬 をいう。

坂田桂三 ・明石一秀 ・根 田正樹編著 轍 正商法の完全実務解説壽 一14・15年 改正 と16年 改正

動向 一 財形 詳轍社、平成16年3月 、104-107頁 。委員会等 設置会社 の創設経緯 において、 ソ

ニー、ホ ンダなど企業の クローバ ル化 による上場企業の変貌 を述べてい る。

7)階 商法281条 は、貸借対`照表 、損益 計算書、営業報告書、利益 ノ処 分又ハ損失 ノ処理 二関ス

ル議案及び附属明細書 を作成す ることを義務づけていた。

8>企 業会誹基準 委員会、会計基準 第4号 、平成17年11月29日 「役 員賞与 に関す る会計基準 」。

従来、わが国の会計では、役 員報酬は発生時…に費用 とし、役 員賞与 は、利益 処分 に よって会計

処 理を して きた。 この会計基準では、役 員賞与は、発生 した会誹期 間の費用 とする もの とした

(基ま緯12>。

9)税 制調査会 窪平成18年 度の税 制改正に関する答申書 平成17年1!穆 、2頁 。

10>臨 時…税 制講査 会 『臨時税 制調査 会答鵯1956年 、昭和31年1月 の会社 数が41万1397社 である

が 、その うち37万2709社(90.6%〉 が岡族 会祉 である、 との事 実認識 に立 ち、個入所得諜税が

累進構造 であるため、個 入事業巷 か ら法 入成 りを して税 制上 に問題が生 じていると して検討 を

行 って いる。!68-188頁 。

11)青 色 申告者 には、租税特別措遣法 第25条 の2(青 色 申告特別控除)の 適粥が ある。不動塵所

得、事業所得、 山林所得の金額か ら、10万 円(複 式簿記 の脹簿 を備 えていれ ば65万 円)控 除 さ

れ る。が、簡略化のた めに、図表で は省略 した。

12)拙 論 「給与所 得者の特定支 出蓬 除の特例 につ いての一考察」 靴 見大学論集毒 第26聾 、北野

弘久著 野サ ラリーマ ン税金訴謝 税務経理協会、1986年 。給与所得控除の性質 については、給

与所得者 に対 して も必要経費 を認め るべ きであ ると した大島訴訟、サ ラリーマ ン訴訟な ど歴史

的な経 緯がある。その存在理曲 について、 シャウプ勧告では、①入的減価償却費、② 余暇の犠

牲 、③ 必要経 費の概 算額及び④ 所得補足 率の修正控除 といわれ、昭和31年 の臨時税 制調査会で

は、① 必要経 費の概 算額、② 担税力の修 正、③ 所得補麗 率の修謝 空除、④ 源泉徴 載に よる早期

納税 に薄 する金利 といわれ、今 日では主 として必要経費論が政雇か ら主張 され、控 除額の醗 き

下げが 求め られている。

13>井 上久彌 ・平 野嘉秋 共著 蓼法人税 の計箕 と理講(平 成20年 度版)、 税務研 究会 、単成19年n

月、42-52頁 。同族会社の意義 か ら特 殊支配 同族会社 まで具体的 に設例 を用いて丁寧 に説 明 さ
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れ てい る。

14>山 本守之 『体系法人税法墨 税務経理協会、2002年 、589頁 。

武田隆二 ξ法人税法精説遺(平 成16年 版)森 山書店、2004年 、515頁 。武田は、瞬書で役員賞

与 の損金不算 入の思想 と して 「三 ツ割」制度 につい て言 及 してい る。岡書521頁 。拙 論 「役 員

報酬等の損金性の再検討」 ぎ課税所得の再検言蠕 税務会計研究、第10丹 、1999年 、55-70頁 。

15)山 本 守 之 ・藤[雛武 美 匡役 員 給 与離 問題 の本 質 は ど こに あ る の か」、税 務 弘 報、Vb156/

No1(2008年}山 本 は、財務 省や 懸税連 な どが法人税法 第34条 の規定 は 「原則損金不算 入では

ない」 とい うことに対 して、改正規定は、漂則損金不算入の規定であ る旨主張 しているが、岡

意であ る。

16)臨 時税鋼調査会 ぎ臨時税制調査会答申壽1956年 、検討の結論 として 「隅族会社の役員及び家

族従業員 に対す る給与の損金算入の湖限 を、有効かつ合理的に行 うため、必要な措概を講ずべ

きであ る」 と していた。188頁 。

17)平 成18年 王0月2日 「税 の しるべ」第2758暑 、(財}全 国法 人会 連合会が行 った平成19年 度 税

網改正要望に関する アンケー トの調査結果 における 「特殊支配岡族会社の役員給与の損金不鯨

入」規定 に関す る部分 を報 じてい る。

18)拙 論 「前掲論文」66頁 。

19)原 審、京都 地裁 昭和49年5月30日(棄 却 〉、控訴審 ・大 阪高裁 昭和54年11月7日 判 決(棄

却)、 上告審 ・最高裁昭測60年3月27日 潤決 く棄却)。

20)福 田幸 弘 縦 制改 革の視蝿85-86頁 。元 国税庁 長官福 田幸弘 と金子宏教授 との対談 で、給

与所得控除 について、福田は 「担税力だけの滅価 償却論 なんです」 と し、金子は 「給 与所得控

除 は、一つ の原 理だけでは説明で きない と思い ます ね」 と した上で、「概算 経費控除 の要素 も

あ る、それか らバル ネラブル(傷 つ きやすい)と い う要素 もある とい うこ とで、多元的な説明

で はないか」 と してい る。

21)税 捌 調査会 評 成19年11月 抜 本的 な税 制改革 に向けた基 本的考 え方」12頁 「給 与所得控 除

は、給与所得者 に係 る ぎ勤務費用の概算控除函 とそれ を超えた ぎ他の所得 との負担調整 のため

の特別控除」 とい う2つ の要素 を有 してい るもの と整理 されて きた」 と述べている。

22)み な し法人課税

今回の改正 と関連 して過去 に 「み なし法人課税」制度が存在 していたこ とを理解 してお きた

い。 この制度 は、昭和48年 改正において、所得税法の申に 「みな し法人課税の特例」制度 とし

て湖定 された。簡単 に言えば、個人事業主の事業所 得の計算において 「事業 主報酬 」の支払 い

を認め、 これ を 「給与所得の収入金額」 とみな して給与所 得控 除の適 用を認める とともに、事

業主報酬の金額 を控除 した後のrみ な し法人所得 額」に対 しては、法人税 率に相 当する税率 に

よって所得税 を課税す るとい うものであった。なお、 この制度は、事 業主報酬 額を届 け鵡制 と

していたため、事業主報酬の届け出金額に よって トー タルの課税 における損得 問題 が生 じてい

た。

その後、平成4年 改正においてrみ な し法人課税の特 例」及びみな し法人課税の特例適用者

以外 において適用 されていた 「青色 申告控 除」網度 を廃 止 し、新たに 「青色申告特 別控 除封 賛il

度 を翻設 した(平 成5年 度分か ら適用)。 この制度は、事業 につ き帳 鯵書類 を備 え付 けて、不

動産所得の金額又は事業所得の金額に係る一切の取引の内容を正規の簿記の原則 に従 い、整然
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と、かつ 、明瞭 に記録 し(所 規56～62)、 貸借 対照表及 び損益 計算書その他 明細書 を添醤 し、

提 出期限 まで に提 幽 していると きに、35万 醗までの控除が認め られる。

その後、青色 申告特別控除額 は、平成10年 改正 に45万 円、平成12年 改正 に55万 円、平成!6年

改正 に65万 円と引 き上 げ られて きた。 しか し、平成16年 の改正 では、正規 の簿記の原則 に基づ

か ない青色 申告者 につ いては!0万 円までの控 除と して控 除額 を引 き下 げ ところである(平 成17

年度分か ら適用)。

23)畜 属幸雄 は 宴税務会謙学 原理三 で、法 人課税 問題 につ いて今Bの 法 人税法 は大会社 か ら中小

会杜 まで一 本の法律体系 として課税 しているが、大会社 の法人論 理は法 入実在説が妥 当 し、中

小会縫 の法 入論理 は法 入擬i制説 が妥 当 している。そ うした法入の実態 か らみて一定 の基準 で法

人を区分 して、法 入課税 を区分 立法すべ きである、 と主張 されている。瞬意 で南る。

(原稿 受理 臼:平 成20年!2月18日)


